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＜総説＞

抄録
「ヘルス・セキュリティ」は，しばしば使われる用語であるが広く合意が得られた共通の定義が存

在するわけでは無い．本稿では「自然発生や人為的発生等発生の背景や原因にかかわらず，急性の健
康危機を引き起こすハザードを想定した，集団としての存在を守るための予防・準備・検知・対応な
どの一連の対策」を指す．2005年に改正された国際保健規則（IHR）に基づくコア・キャパシティ形
成の取組みは，ヘルス・セキュリティを強化するにあたって，国際社会の重要な政策課題である．持
続的開発目標（SDGs）の目標 3.dでも，国家的あるいはグローバルな健康危機に対する早期警戒，リ
スク軽減と管理のためのキャパシティ形成が掲げられており，国際保健規則に基づくコア・キャパ
シティの構築は， SDGsと明確に位置付けられている．ヘルス・セキュリティ強化に向けては，国際
保健規則の新たなモニタリングと評価のフレームワークが形成され，合同外部評価など，各国で取
組みが推進されている．日本はコア・キャパシティを達成済としているが，IHR合同外部評価を2018
年 2 月に実施し，高い評価を受けつつも，様々な改善点も指摘され，この指摘事項を有効に活用した
取組みが進められている．

国立保健医療科学院では，研究プロジェクトや研修を通じて，国内外へのヘルス・セキュリティ強
化に向けた貢献を行ってきた．IHR合同外部評価には筆者は評価者として 4 か国のミッションに参加
した．また，国内でのヘルス・セキュリティ強化に向けて，「新興・再興感染症対策と危機管理機能
の脆弱性評価ガイダンス」を作成し，外部評価者を交えた合同評価モデルを提唱しているほか，訓
練・演習の実施支援も行っている．人材育成としては，短期研修において「感染症集団発生研修」や「災
害時健康危機管理支援チーム（DHEAT）研修高度編」を提供するほか，感染症危機管理専門家(IDES)
養成プログラムにも関与している．このような，国レベルでの取り組みに加え，国内での人材育成等
を含めた地域レベルでのヘルス・セキュリティの強化が急務である．

キーワード： 持続可能な開発目標 (SDGs)，国際保健規則(IHR)，コア・キャパシティ開発，ヘルス・
セキュリティ
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I．ヘルス・セキュリティとは

「ヘルス・セキュリティ」は2000年代から公衆衛生危
機管理分野ではしばしば使われている用語である．しか
し，広く合意が得られた共通の定義が存在するわけでは
ないことが指摘されてきた[1]，その状況は今もあまり
変わっていない．コンテクストによって異なる内容を含
む可能性があるので注意が必要である．筆者は「自然発
生や人為的発生等発生の背景や原因にかかわらず，急性
の健康危機を引き起こすハザードを想定した，集団とし
ての存在を守るための予防・準備・検知・対応などの一
連の対策」という表現で，健康危機を引き起こすハザー
ドの種類を特に限定しない，いわゆる「オールハザード」
の概念と捉えている．これは，現在の国際保健規則が求
めるコア・キャパシティとその理念に近い．国際保健規
則は2005年の改正を契機に，これまでのいくつかの特定
の感染症を対象とした対策から，発生の原因を問わず全
ての国際的に影響を及ぼしうる健康危機事象を対象とし
て報告や対応の体制を求めるものとなった．WHOも当

初は感染症を対象として「グローバル・ヘルス・セキュ
リティ」という言葉を使っていたが[2]，国際保健規則
（IHR）の2005年の改訂に伴い，毎年発行するワール
ド・ヘルス・レポートの2007年版のタイトルに「グロー
バル・パブリック・ヘルス・セキュリティ」という言葉
を，対象を「急性の公衆衛生事態」として，使用してい
る[3]．米国Mary Ann Liebert社が発行する専門誌”Health 
Security”も，その対象を感染症に限らず，「あらゆる健
康危機事象」として，それらに対する人々の保護に関す
る論文を取り扱っている[4]．

一方，その対象を限定して使用される場合もある．世
界健康安全保障イニシアチブ（Global Health Security 
Initiative; GHSI）は，2001年の米国同時多発テロ事件を
契機に活動を始めたG7各国とメキシコ，ECの保健担当
大臣およびオブザーバーが参加するWHOの協力枠組み
であるが，取り扱う案件は，化学剤・生物剤・核・放射
性物質（CBRN）テロとパンデミックインフルエンザを
主としている[5]．感染症に特化して使われている場合
も多い．米国によるイニシアチブ「グローバル・ヘルス・
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セキュリティ・アジェンダ（GHSA）」は，自然発生や
人為的発生等の原因を問わず感染症の脅威を対象とし
ている[6]．オーストラリアが推進する「インド・パシ
フィック・ヘルス・セキュリティ・イニシアチブ」も感
染症の脅威を対象としている[7]．先日オーストラリア
で開催された学会「グローバル・ヘルス・セキュリティ
カンファレンス2019」で採択された「グローバル・ヘル
ス・セキュリティに関するシドニー声明[8]」でも感染
症を対象としている．感染症により特化して扱う場合に
は，「バイオセキュリティ」と呼ぶべきではないかと筆
者は考えている．

「グローバル・ヘルス・セキュリティ」と「ヘルス・
セキュリティ」もやや異なる．「グローバル」がつく場
合には，より国家間を超える脅威が対象になり，国家を
超えた地域やグローバルな対策や対応能力が焦点となる．
事象として，健康影響を急性に及ぼすもののみを扱うか
どうかは曖昧である．特に多剤耐性菌問題は，急性の健
康影響というよりは中長期的に影響を及ぼしうる健康課
題と言えるが，しばしば「グローバル・ヘルス・セキュ
リティ」のコンテクストで登場する案件である．その意
味では，「国家安全保障」といったセキュリティのコン
テクストで語られるようになった保健案件を総合してヘ
ルス・セキュリティと呼ぶ政治性をその定義に含むべき
なのかもしれない．

「ヘルス・セキュリティ」は日本語ではどのように
呼ぶべきか．既存概念では，「健康危機管理」がおそら
く最も近い．「健康危機管理」は，厚生労働省が「厚生
労働省健康危機管理基本指針[9]」が「医薬品，食中毒，
感染症，飲料水その他何らかの原因により生じる国民の
生命，健康の安全を脅かす事態に対して行われる健康被
害の発生予防，拡大防止，治療等に関する業務であって，
厚生労働省の所管に属するものをいう．」と定義する．「厚
生労働省の所管に属するもの」という言葉を除外すれば，
公衆衛生上の「オールハザード」を対象とした対処概念
であり，「ヘルス・セキュリティ」と同等の概念と考え
て良いだろう．

本稿では，改正IHRのコンセプトをベースに，オール

ハザードを想定した，主に急性の健康危機に対する予防
や検知・対応等の取り組みを「ヘルスセキュリティ」と
捉え，そのSDGsとの関連性について議論し，国内の状
況を示し，また，国立保健医療科学院における関連した
取組みを報告する．

II．国際保健規則と SDGs

ヘルス・セキュリティの基盤となる国際保健規則に基
づくコアキャパシティの強化は，SDGsとも密接に結び
ついている．SDGsの目標3.dでは，国家的あるいはグロー
バルな健康危機に対する早期警告，リスク緩和とリスク
管理のためのキャパシティ強化が掲げられているところ
である[10]．特に，指標3.d.1では，「国際保健規則キャ
パシティと衛生緊急対策」を具体的に挙げており，国際
保健規則に基づくコアキャパシティの構築は，SDGsと
明確に位置付けられている．

一方，2018年 5 月に世界保健総会で承認されたWHO
の 5 ヵ年の活動計画といえるWHO第13次総合プログラ
ム（The 13th General Programme of Work; GPW13[11]）
では，「30億人のゴール」を掲げており，その内訳を「10
億人以上がユニバーサル・ヘルス・カバレッジを得る」
「10億人以上が健康危機から保護される」「10億人以上
がより良い健康と福祉と共に生きる」としている．さら
に，その測定可能なインパクトとして「GPW13インパ
クトフレームワーク」が示されている．このフレームワー
クの中には，40のマイルストーンが示されており，その
うちのマイルストーン26がSDG 3.d.1とリンクした指標
である（表 1 ）．

III． ヘルスセキュリティ強化に向けて：国際
保健規則の新たなモニタリングと評価の
フレームワークの形成

2005年に改正された国際保健規則（IHR）は，あらゆ
る健康危機を想定した，基本的な対処能力（コア・キャ
パシティ）を世界中で底上げするべく取り組んできた．

表 1　GPW13WHOインパクトフレームワーク：マイルストーン#26の概要*

マイルストーン 26 加盟国における国際保健規則キャパシティの上昇
指標 国際保健規則キャパシティと衛生緊急対策
SDG SDG3.d.1
定義 IHR(2005) 加盟国は 24 の指標について自己評価スコアをつけて事務局に毎年データを提出

する．これらの指標は，定義に基づき 5 段階で評価される．13 の IHR(2005) キャパシティ
はそれぞれの指標スコアの平均値である．追跡する指標は 13 のキャパシティのスコアの平
均値である．

推計・算定方法 IHR（2005）キャパシティレベル（年別）＝自己評価 IHR キャパシティの平均点の合計点
／ 13

* WHO. 13th General Programme of Work (GPW13) WHO Impact Framework METADATA. DRAFT 5 August 
2019. https://www.who.int/docs/default-source/documents/gpw/gpw13-who-impact-framework-indicator-metadata.
pdf?sfvrsn=fc9dcebc_10. accessed on September 30, 2018　より著者訳・改変
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しかしながら，西アフリカにおける2014～2015年のエボ
ラウイルス病大流行は，従来の取組みでは不十分である
ことを国際社会は認識した．特に，IHRに基づく各国の
コア・キャパシティ形成は，従来自己評価で達成状況が
モニタリングされて来た点は問題視されており，新たに
外部評価の視点も取り入れた「モニタリングと評価のフ
レームワーク」が形成されている．これは「年次報告」
「合同外部評価」「対応後評価」「シミュレーション演習」
の 4 つの要素から形成され，加盟国は 4 年のサイクルの
中で，系統的にこれらを実施することが提案されている
[12]．これらの活動の進捗状況は，WHOの戦略的パート
ナーシップポータルサイト(https://extranet.who.int/sph/)
で確認することができる．

IV．日本のコア・キャパシティの状況

IHRコア・キャパシティについて，日本は2009年時
点で達成済としている．自己評価による年次報告では，
2017年時点で，13領域のうち検疫（Points of entry）を除
いては100％の達成率としている．しかし，日本は，2016
年のG7伊勢志摩サミットを始めとして，G7神戸保健大
臣会合（2016年）や第71回国連総会（2016年），第70回
世界保健総会（2017年），UHCフォーラム2017（2017
年）等の数々の場で国際保健規則に基づくコア・キャパ
シティ強化の重要性を強調しているところであり，さら
なる能力の向上を目指して，率先してIHR合同外部評価
を2018年 2 月末に実施することとした[13]．筆者が代表
を務めた厚生労働科学研究班「国際保健規則（IHR）に
基づく合同外部評価に向けた実施体制と評価手法に関す
る研究」では，評価ミッションで外部評価団に提供する
内部評価文書を作成する作業や評価ツールの翻訳，外部
評価者としての他の評価ミッション参加を通じた評価
ミッション実施に関する情報収集，補完的な説明用文書
やプレゼンテーション案の作成，セッションでの質疑応
答の支援等を行った[14]．外部評価書は2018年 9 月に公
表され[15,16]，日本の評価結果は， 5 点（対応能力は持
続可能）が30項目（63％）， 4 点（対応能力は実証されて

いる）が14項目（29％）， 3 点（対応能力は備わってい
る）が 4 項目（ 8 ％）あり， 2 点（対応能力は限定的）
及び 1 点（対応能力がない）の項目はなかった．総括提
言では， 5 項目が提起された（表 2 ）．今後，本評価の指
摘事項を有効に活用し，計画的にヘルスセキュリティの
強化に努めていくことが求められる．

V． 国立保健医療科学院におけるヘルス・セキュ
リティの国内強化取組み

筆者は，前述の日本におけるIHR合同外部評価の準備
過程への参画に加え，ベルギー，韓国，シンガポール，
パラオでのIHR合同外部評価に評価者として参画し，ヘ
ルスセキュリティの向上に貢献してきた．また，国立保
健医療科学院健康危機管理研究部では，研究プロジェク
トや研修を通じて，国内外へのヘルスセキュリティ強化
に向けた貢献を行ってきた．そのいくつかを紹介する．

 1 ．新興・再興感染症対策の脆弱性評価
筆者が代表を務めた平成28~30年度厚生労働科学研究

班「新興・再興感染症のリスク評価と危機管理機能の確
保に関する研究」では，新興・再興感染症対策の脆弱性
を評価する体系を示し，地方自治体での利用を想定した，
その評価のためのガイダンスを示した[17]．本ガイダン
スでは，「予防」「検知」「対応」の大項目のもとに14項
目44指標からなる評価項目を示したほか（表 3 ），現在
の関連する取組みを可視化するため，補完的な「詳細質
問」を設け，回答を進めていくことで，関連する取組み
が明示的に整理される構成とした．

また，評価項目の意義や現状と共に，参考事例や重要
な参考文書を示し，担当者が理解を深めるためのツール
となるように作成した．さらに，このガイダンスを活
用した「新興・再興感染症に対する脆弱性評価ワーク
ショップ」を提唱している．これは，本ガイダンスを活
用して各都道府県担当者で「自己評価」を行ったのち，
専門家によるファシリテーションと助言のもと，他県の
担当者と共に合同で相互に評価を行うものである．2019
年 1 月に，九州北部 4 県の担当者らと共に試行し，そ
の有用性が高く評価された[18]．本ガイダンスとワーク
ショップは，いわば感染症対策の国内版合同外部評価
（JEE）に相当するモデルを提唱するものである．国内
のヘルスセキュリティ強化に向けて，WHOの取り組み
と同様，外部評価の要素を取り入れる試みであり，今後
のさらなる展開が期待される．本ガイダンスとワーク
ショップの「実装」は，令和元年度から開始した厚生労
働科学研究班「新興・再興感染症のリスク評価と危機管
理機能の実装のための研究」で行われる予定である．

 2 ．訓練・演習の実施支援
筆者が代表を務めた平成26年度厚生労働科学研究班

「新型インフルエンザに対する治療の標準化法の開発等

表 2　日本の合同外部評価：総括提言（日本語仮訳）
国際保健規則国内連絡窓口（IHR NFP）の機能強化
標準作業手順書（SOP）や人員の充実
厚労省緊急時対応センター（EOC）機能の強化
設備の拡充と専従者の配置
公衆衛生危機対応・IHR 実施に関する関係機関の連携強化
調整メカニズムの文書化
合同シミュレーション演習の実施
リスクコミュニケーション調整メカニズムの戦略的見直し
リスクコミュニケーション専門家の養成
ステークホルダーマッピング，リスク受容の理解
公衆衛生人材の最適化のための国家的戦略の検討
地方の人材育成を含む（FETP 卒業生の活用ほか）
低中所得国の FETP 支援
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に関する研究」では，特に医療従事者が国や都道府県等
と情報共有等を適切に行い，連携を強化するためのワー
クショップ形式の新型インフルエンザ等対策研修・訓
練ツールを開発した[19,20]．本ツールを活用したワーク
ショップは2014年度に研究班で試行後，厚生労働省健康
局結核感染症課主催で，2015年度から全国の地方自治体
および医療関係者を対象として実施されており，筆者が
メインファシリテーターを務めている．また，本ツール
を活用して地方自治体が独自にワークショップを開催す
る事例も，2017年度までに全圏域で実施した岐阜県[21]
のほか，埼玉県，三重県，川崎市，岡山県・岡山市で筆

者が実施を支援した例がある．
筆者が代表を務める前述の令和元年度から開始した厚

生労働科学研究班「新興・再興感染症のリスク評価と危
機管理機能の実装のための研究」では，地方自治体にお
ける新興・再興感染症対策の実働・机上の訓練・演習モ
ジュールの開発を進めており，訓練・演習の実施支援を
進めている．令和元年度には，埼玉県熊谷保健所におけ
るラグビーワールドカップ2019埼玉・熊谷開催に向けた
感染症危機管理訓練[22]及び群馬県の高崎・安中地域新
型インフルエンザ等医療提供訓練の実施支援を研究班で
行っている．これらの支援過程を通じて，より簡便な訓

表 3　「新興・再興感染症対策と危機管理機能の脆弱性評価ガイダンス」の評価項目
項目 評価内容 分類
予防 リーダーシップ 新興・再興感染症

ワンヘルス
計画 感染症予防計画

新型インフルエンザ等対策行動計画
その他の計画
連携に関する協定等

リスク評価 蚊媒介感染症
マスギャザリング
その他のリスク評価

評価体制 外部評価
事後評価

総合評価 予防に関する総合評価
検知 イベントベースサーベイランス 感染症発生動向調査の質

感染症発生動向調査事業以外のサーベイランス
メディアサーベイランス
非定型的な情報収集
様々な情報源からの情報の評価

実地疫学調査 実地疫学調査要員の育成
FETP 出身者の活用
国による疫学調査支援事例
疫学調査の支援メカニズム

ラボ診断 病原体検査の精度管理
二類感染症の病原体診断
検体送付
原因不明検体の病原体検査

総合評価 検知に関する総合評価
対応 初動 連絡網

時間外の体制
対策本部
ネットワーキング

医療体制 一類感染症患者：病院
一類感染症患者：患者の搬送
呼吸器感染対策を要する二類感染症患者：病院
呼吸器感染対策を要する二類感染症患者：患者の搬送
感染症医療支援チーム
医薬品備蓄

コミュニケーション 感染症発生動向調査
コミュニケーション（メディア対応計画）
多言語対応

訓練 訓練の計画
一類感染症（ウイルス性出血熱）
二類感染症（SARS/MERS）
新型インフルエンザ等

総合評価 対応に関する総合評価
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練・演習ツールの開発を行っている．

 3 ．人材育成
これからのヘルス・セキュリティ強化に向けて，人材

育成も欠かせない要素の一つである．本章では，国立保
健医療科学院が関連するヘルス・セキュリティに関連す
る国内の人材育成プログラムについて紹介する．
1感染症危機管理対応人材育成

感染症対策はヘルス・セキュリティの重要な要素の
一つである．感染症対応人材の育成は，2016年に公表さ
れた国際的に脅威となる感染症対策の強化に関する基
本方針[23]においても明確に謳われている国内の重要課
題である．感染症発生時の対応にあたっては，「実地疫
学（Field Epidemiology）」が最も基礎的かつ重要な学問
体系である．世界中で研修プログラムが提供されてお
り，中でも米国CDCのEpidemic Intelligence Service（EIS） 
（https://www.cdc.gov/eis/index.html）は世界でも有名な
プログラムの一つであるが，日本でも国立感染症研究所
が，2年間の養成プログラム「実地疫学専門家養成プログ
ラム（Field Epidemiology Training Program: FETP-J）」[24]
を提供し，毎年 5 人程度の研修生を受け入れている．本
プログラムは1999年に発足し，これまでに70人以上が卒
業し，国や自治体等で活躍をしている．本プログラムの
冒頭， 4 月に行われる 4 週間の研修は「導入研修」とし
てFETP―J参加者以外も受講者を受け入れている．また，
主に地方自治体の担当者向けであるが，感染症危機管理
研修会が毎年10月に国立感染症研究所で実施されており，
ここでも半日程度の実地疫学研修機会が提供されている
[25]．国立保健医療科学院では，短期研修の一つとして，
主に地方自治体の感染症・食品衛生担当者を対象とし
て 5 日間の研修「感染症集団発生研修」を提供している
[26]．本研修においても，実地疫学の基礎を学ぶカリキュ
ラムが 1 ～ 2 日程度提供されている．

実地疫学専門家はフィールドでの感染症危機管理に欠
かせない人材であるが，一方，海外でのアウトブレイク
対応への支援等を想定した際，現地での関係機関との連
携やロジスティクス等，オペレーションの調整や管理を
行える人材の必要性が認識されつつある．特に2014年の
西アフリカでのエボラウイルス病アウトブレイク対応が
きっかけとなり，厚生労働省が感染症危機管理専門家
（Infectious Disease Specialist Training Program; IDES）
養成プログラムを平成27年度に発足させた [27]． 1 年
間の国内研修と 1 年間の海外機関での研修で構成され
る 2 年間のプログラムであり，国内研修では，厚生労働
省での行政実務のほか，国立保健医療科学院を含む関連
機関等で感染症疫学・ラボ・臨床・危機管理を実地に学
ぶ機会がある．海外研修では，米国，英国等の政府機関
やWHO等の国際機関において実務を実地に学ぶ機会が
得られる．そのほか，国際緊急援助隊（JDR）に感染症
対策チームが2015年10月に発足したことに伴い，派遣登
録者に対する研修プログラムが提供されるようになって

いる[28]．
2DHEAT研修

地方自治体における自然災害に対応する人材育成も近
年活発に行われている．災害時健康危機管理支援チーム
（Disaster Health Emergency Assistance Team; DHEAT）
は，地方自治体における災害発災時の健康危機対応の調
整支援を目的とした支援チームである．全国衛生部長会
災害時保健医療活動標準化委員会より平成28年に厚生労
働大臣にDHEAT設置について具体的な検討開始を提言
し，平成30年 3 月には「DHEAT活動要領」が厚生労働
省健康局健康課長通知として発出された．国立保健医療
科学院では，平成27年度より短期研修「健康危機管理研
修実務編・高度編」の枠を活用してモデル的に災害時健
康危機管理と支援に関する研修を実施した．平成28年度
より，日本公衆衛生協会で災害時健康危機管理支援チー
ム研修（基礎編），国立保健医療科学院で同高度編が提
供されている．基礎編は支援・受援の基本を学び，高度
編は地域の指導者の育成を目的としてきたが，都道府
県等において研修を展開していくため，令和元年度から，
高度編はより明確に「指導者養成」を目的とする，とい
う研修の方向性が合意され，名称が「高度編(指導者向
け)」となった．それに伴い，主目的は「DHEATの体制
整備及び派遣・受援時の運営」と「研修等の企画立案」
となったことから，前者では，特に保健医療福祉全体で
の関連団体との調整能力，後者では，特に自治体内での
人材育成や組織づくりを計画的に行う企画能力，に重点
を置きカリキュラムの再編成を行ったところである．

VI．終わりに

SDGsにおいて，国際保健規則に基づくコア・キャパ
シティの底上げを通じたヘルス・セキュリティの強化が
重要な目標の一つとなっている．国レベルでの評価とモ
ニタリングの体制構築が進められているところであるが，
今後は国内での地域レベルでの体制構築の強化を進めて
いくことが不可欠である．本稿では，主に国レベルでの
取り組みに加え，国立保健医療科学院が取り組む国内で
の地域レベルでのヘルス・セキュリティ強化の取り組み
も併せて紹介した．
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